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Smart Wellness City（SWC）首長研究会 加盟自治体
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［福島県（４）］
・伊達市
・会津若松市
・白河市
・棚倉町

［新潟県（３）］
・新潟市
・見附市
・三条市

［茨城県（４）］
・取手市
・牛久市
・龍ケ崎市
・茨城町

［兵庫県（４）］
・豊岡市
・加西市
・川西市
・西脇市

［沖縄県（１）］
・南城市

［大阪府（５）］
・高石市
・阪南市
・河内長野市
・枚方市
・池田市

［栃木県（２）］
・大田原市
・足利市

［埼玉県（９）］
・さいたま市
・所沢市
・川越市
・戸田市
・本庄市
・日高市
・狭山市
・美里町
・入間市

［千葉県（２）］
・睦沢町
・白子町

［神奈川県（３）］
・大和市
・小田原市
・鎌倉市

［東京都（３）］
・多摩市
・中野区
・国立市

［静岡県（１）］
・三島市

［山形県（２）］
・小国町
・中山町

［宮城県（１）］
・加美町

［富山県（２）］
・富山市
・南砺市

［岐阜県（３）］
・岐阜市
・飛騨市
・美濃加茂市

［愛知県（４）］
・安城市
・豊橋市
・岡崎市
・田原市

［三重県（３）］
・伊勢市
・熊野市
・名張市

［奈良県（３）］
・宇陀市
・広陵町
・田原本町

［京都府（４）］
・八幡市
・木津川市
・舞鶴市
・南丹市

［福岡県（４）］
・飯塚市
・田川市
・嘉麻市
・川崎町

［大分県（１）］
・豊後高田市

［佐賀県（２）］
・多久市
・嬉野市

［鹿児島県（２）］
・指宿市
・日置市

［群馬県（１）］
・前橋市

［岡山県（２） ］
・岡山市
・総社市

[長野県（２）]
・上田市
・須坂市

［北海道（６）］
・札幌市
・釧路市
・富良野市
・栗山町
・東神楽町
・中札内村

［秋田県（２）］
・男鹿市
・大仙市

［岩手県（３）］
・遠野市
・滝沢市
・金ケ崎町

［熊本県（２）］
・高森町
・あさぎり町

［愛媛県（２）］
・八幡浜市
・西条市

［山口県（１）］
・宇部市

[山梨県（２）]
・南アルプス市
・大月市

［石川県（１）］
・白山市

［青森県（１）］
・青森市

［広島県（１） ］
・東広島市

［宮崎県（８）］
・小林市
・宮崎市
・えびの市
・西都市
・高鍋町
・川南町
・三股町
・高原町

［徳島県（１）］
・徳島市

［福井県（１）］
・大野市

［滋賀県（１）］
・草津市

加盟⾃治体数
43都道府県111市区町村
※2021年4⽉26⽇時点

［鳥取県（１） ］
・湯梨浜町

［高知県（１）］
・室戸市

出典：Smart Wellness City首長研究会



多くの地方都市は、人が歩かない「まち」になってしまった。
それが、生活習慣病を増加させ、ソーシャルキャピタルを低下させ、地域活性化の阻害要因となっている。

【例】三条小学校区高齢化率 42.8 ％

「まちづくり」の重要性

3出典：筑波大学 久野研究室
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出典：筑波大学 久野研究室
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４.ソーシャルキャピタルの醸成による
コミュニティの再生（社会的なつながり）

３.スポーツによる健幸長寿と地域経済
活性化への貢献

２.健康医療ビッグデータ分析、総合的
エビデンス等に基づく客観評価

１.公園・スポーツ施設・公共交通インフラ
の整備（緑道、歩道、自転車道等）

“SWC”実現のための政策化

超高齢化の社会課題を解決し、
社会を変容できる政策案を社会へ提供し、

スマートウエルネスシティを構築する

スマートウエルネスシティ（SWC）政策開発研究センター（2020年11月１日設立）

スポーツウエルネス学
学位プログラム
本学の体育、医学、都市工学、
AI研究センター等

アドバイザリーボード
国会議員、官僚OB、自治体、
経済界、スポーツ界など

企業等
アシックス
カーブス

大和ハウス
TWR、等

１）スポーツの力も活用した①地域の活性化、②各年代における健康格差の是正、③社会保障制度の持続担保への貢献

２）社会実験に基づくSWC創生のための政策立案への貢献

３）SWC創生を支える官民における高度職業人の養成

本開発研究センターのミッション

１）スポーツや健康の政策化拠点が未整備 ２）超高齢化に伴う多様な社会課題の克服が必要背景

１）コンサルティング部門
学際的実証実験、政策提言

２）教育部門
高度職業人の養成

SWC政策開発研究センター（センター長 久野譜也 副センター長 山口香・高橋義雄： 教員１７人、企業アドバイザー４人）

Smart Wellness City
首長研究会（106自治体）

Smart Wellness
Community協議会

（企業ほか１３４団体）

スマートウエルネスシティ

共同研究
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健康分野での成果連動型事業（ＰＦＳ事業）の推進

 Smart Wellness Cityの実現には、住⺠の⾏動変容を促すソフト⾯の取組も重要
 医療・健康、介護分野では、令和元年度末現在で43件のＰＦＳ（Pay For Success）事業を実施
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※ＰＦＳとは、受託者への⽀払額を成果指標に連動させる契約⽅式で、従来型の委託事業と以下が異なる。
①業務⽅法︓⾏政が作成した仕様書 → ⺠間が創意⼯夫を講じた提案
②報酬 ︓仕様書に基づくプロセスに対する固定報酬 → 成果指標の達成度合いに応じた結果に対する変動報酬
③期間 ︓⼀般的に単年度 → ⼀般的に複数年度

⽬標 前年度未受診者の⼤腸がんの早期発⾒・治療による健康寿命延伸

⺠間の創意⼯夫 市が保有する特定健診の問診データをＡＩ分析し、未受診者にオー
ダーメイド勧奨を実施することで、受診率向上等につなげる

医療費適正化効果 17,000千円（委託開始時）

委託費 0〜9,762千円

事業期間 平成29年度〜令和元年度

成果指標 検診受診率、精密検査受診率等

事業実施による効果 検診受診率 26.8%を達成（導⼊前実績は9%）
精密検査受診率 82.1%を達成（導⼊前実績は77%）

オーダーメードの勧奨通知の例
【ＰＦＳ事業の例︓⼋王⼦市「⼤腸がん検診・精密検査受診率向上事業」】

事業概要



成果連動型事業（ＰＦＳ事業）に対する政府の取組み

 政府は、健康、再犯防⽌、就労⽀援等の分野で、ＰＦＳの普及促進に取り組んでいるところ

 地⽅公共団体に対する⽀援の拡充等
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名称 国の
負担割合 活⽤対象 省庁

成果連動型
⺠間委託契約⽅式
推進交付⾦

1/2等
事業実施経費
(成果連動部分)
(ﾌｧｲﾅﾝｽ費⽤)

内閣府
成果連動型事
業推進室

【国⺠健康保険】
保険者努⼒⽀援

交付⾦
10/10 事業実施経費 厚⽣労働省

保険局

【介護保険】
地域⽀援事業
交付⾦

1/4等 事業実施経費 厚⽣労働省
⽼健局

地⽅創⽣
推進交付⾦ 1/2 事業実施経費

(最低⽀払額部分)
内閣府

地⽅創⽣推進
本部事務局

【ＰＦＳ事業の事業費に対する補助制度等】【地⽅公共団体の検討段階に応じた国からの⽀援】

○経済財政運営と改⾰の基本⽅針2020（令和２年７⽉17⽇閣議決定）(抄)
第３章「新たな⽇常」の実現 ４．「新たな⽇常」を⽀える包摂的な社会の実現
（３）社会的連帯や⽀え合いの醸成

健康、再犯防⽌、就労⽀援等の社会的事業において、成果連動型⺠間委託契約⽅式などの官⺠連携を進める。その際、⺠間資⾦を呼び込むＳＩＢの
積極的活⽤を図る。

情報収集

庁内検討

案件形成

事業実施

 ＰＦＳポータルサイト
 ＰＦＳ関連セミナー
 共通的ガイドライン（Ｒ３作成）
 医療・健康、介護分野の⼿引き（Ｒ３予定）
 ＰＦＳ官⺠連携プラットフォーム（Ｒ３創設）

 職員研修等の講師派遣

 案件形成⽀援（コンサル派遣）
・内閣府成果連動型事業推進室
・経済産業省ヘルスケア産業課

検討段階 ⽀援項⽬

 ＰＦＳ事業における成果連動部分への事業費補助
及びＰＦＳ事業における成果評価の⽀援（Ｒ３創設）

 地⽅創⽣推進交付⾦等、既存の補助制度等



「居⼼地が良く歩きたくなるまちなか」
Walkable 歩きたくなる
Eye level まちに開かれた１階
Diversity 多様な⼈の多様な⽤途、使い⽅
Open 開かれた空間が⼼地良い

「まちなか」に、多様な⼈材・関係⼈⼝が
集う、交流する、滞在する

新しいアイディアに基づき
試⾏錯誤、挑戦を繰り返す

新たな価値創造、地域課題の解決

イノベーションの創出

新たなつながり、コミュニティ、
サードプレイスが形成される

⼈間中⼼の豊かな⽣活
の実現

「ウォーカブルなまちづくり」の必要性
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（出典）姫路市提供資料

🏯 姫路駅前広場
○⾞道中⼼だった駅前空間をトランジットモール
化（公共交通のみ通⾏可）

○歩⾏者空間を⼤幅に拡⼤・芝⽣化し、⺠間
の様々なイベントの展開と相まって多様な
⼈々が集う空間へ転換

駅周辺におけるホテル、マンション建設が活発化し、駅周辺の商業地地価は
25％上昇（Ｈ３１︓全国７位（地⽅圏））、商業床⾯積も増加

○利⽤率の低い公園を再整備し、芝⽣やカフェ等
の設置により、若者から⼦連家族まで、多様な
⼈々による多様な使い⽅ができる空間へ転換

○カフェの売上げの⼀部を活⽤し、美しい芝⽣を
維持するとともに、地域の活性化イベントを開催

公園周辺に若者向けテナントが出店し、さらに周辺では⺠間都市開発事業が旺盛に
実施

🍂 南池袋公園
整備前 整備前

ウォーカブル空間を創出する先進的な取組事例（姫路・南池袋）
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○ 昨年６月、都市再生特別措置法を改正し、まちなかにおいて多様な人々が集い、交流することができる「居心地が良く歩き
たくなる」空間（ウォーカブル空間）の創出を推進。

・メインストリー
ト側の駐⾞場
の出⼊⼝の
設置を制限⺠官

街路等の公共空間の改変 オープンスペースの提供・利活⽤

⺠間
空地

広場

建物低層部
街路

公園

・街路の広場化
等の歩⾏者滞
在空間の創出
を交付⾦等に
より⽀援

・⺠間事業者
による公園内
のカフェ・売店
等の設置を
推進

・⺠地のオープンス
ペース化や建物1
階部分のガラス
張り化等を⾏う場
合に、固定資産
税を軽減

「居⼼地が良く歩きたくなる」まちなかづくりのための取組を
法律・予算・税制等のパッケージにより⽀援

滞在快適性等向上区域

⼀体型滞在快適性等向上事業

予算⽀援

税制特例

・都市再⽣推進法⼈によるベンチの設置、植栽等を低利貸付により⽀援
⾦融⽀援

法律による規制

法律による特例

丸の内仲通りにおける綱引きイベント福井駅前の屋根付き広場におけるボルダリングイベント

駐車場跡地をリノベーションした屋外ヨガ広場

都市再生特別措置法の改正によるウォーカブル空間の創出の推進

10



スマートウエルネスハウスの取組①

11

概要概要

調査検証︓（⼀社）⽇本サステナブル建築協会
全国各地の医学・建築環境⼯学の学識者で構成する委員会を設置（委員⻑︓村
上周三 東京⼤学名誉教・（⼀財）建築環境・省エネルギー機構理事⻑）し、断
熱改修等前後の健康状況の⽐較測定により、断熱改修等による⽣活空間の温熱
環境の改善が居住者の健康状況にもたらす効果について調査検証を実施

〇長期コホートスタディー：改修住宅と比較対象住宅において毎冬継続的にデータ収集

〇改修5年後スタディー：改修5年後と比較対象住宅において毎冬継続的にデータ収集

年200軒程度

検証内容検証内容

○世界保健機関は、エビデンスは⼗分ではないとしつつも、居住者の健康に与える影響の観点から、冬期の室温を18℃以上
とすることなどを勧告している。

○温熱環境の改善が居住者の健康状態に与える効果について科学的根拠を充実させるため、2014年度から住宅の断熱改修前
後の室温や居住者の⾎圧等を測定するなどの調査検証を⾏っており、これまでに⼀定の知⾒が得られつつある。



スマートウエルネスハウスの取組②

≪今後の取組≫

調査検証 継続的な調査検証によるエビデンスの蓄積

断熱改修等による⽣活空間の温熱環境の改善が居住
者の健康状況に対する効果について普及・啓発

普及啓発

地域における
• 医療・福祉専⾨職
• 建築系職能
が連携することにより、断熱改修等による居住環境の改善や
住まい⽅に関する相談体制の整備を進める

12

『「省エネ住宅」と「健康」の関係をご存じですか』より抜粋



予防・健康づくりのエビデンス構築（経産省・厚労省の共同事業）
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成⻑戦略実⾏計画では、2020年度から実証を開始し、その結果を踏まえて2025年度までに保険者等による予防健康事業等に活⽤する
こととされていることを踏まえ、以下のスケジュールで事業を実施する。

実証事業の
枠組みを検討 実証の実施（実施〜評価まで） 結果を踏まえ、

保険者やヘルスケア事業者等による活⽤

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度〜2025年度

● スケジュール

●⻭周病予防に関する実証事業
●AI・ICT等を活⽤した介護予防ツール等の効果・普及実証事業
●健康増進施設における標準的な運動プログラム検証のための実
証事業
●⼥性特有の健康課題に関するスクリーニング及び介⼊⽅法検証
のための実証事業
●⾷⾏動の変容に向けた尿検査及び⾷環境整備に係る実証事業
●健康にやさしいまちづくりのための環境整備に係る実証事業

（●︓厚⽣労働省、○︓経済産業省）

●特定健診・保健指導の効果的な実施⽅法に係る実証事業
●がん検診のアクセシビリティ向上策等の実証事業
●重症化予防プログラムの効果検証事業
○認知症予防プログラムの効果検証事業
○認知症共⽣社会に向けた製品・サービスの効果検証事業
○複数コラボヘルスを連携させた健康経営の効果検証事業
○メンタルヘルスプロモーションに関する効果検証事業

● 実証事業の内容（順次追加）

健康・医療戦略（令和２年３⽉閣議決定）
• データなどを活⽤した予防・健康づくりの健康増進効果等に関するエビデンスを確認・蓄積するための実証を⾏う。



予防・健康づくりへの投資拡大
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健康経営の広がり

健康・医療戦略（令和２年３⽉閣議決定）
• 健康投資に取り組む優良な企業が評価される仕組みとして、（中略）選定・認定法⼈の取組の質の向上を図
るとともに、中⼩企業の健康経営のすそ野の拡⼤を図る。

• 健康経営の⽣産性への取組に関する各種の研究等を踏まえつつ、健康経営の取組と成果の⾒える化を進め、
資本市場からも適切に評価されるよう、環境を整備する。

投資家との対話の広がり
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